
昨年度も同特例を利用している人は、日本年金機構から
送付されるハガキによる申請も可

※

国民年金についてのお知らせ
▪ 学生納付特例の申請を受付

▪ 産前産後期間の保険料免除制度 スタート

　平成31年度の学生納付特例（一定の所得要件あり）の申請を受け付け
ています。学生期間中の保険料納付が困難な人は、医療年金課（市役所本
庁舎1階）、各支所・市民サービスセンター、アクタ西宮ステーションで
申請してください。
　なお、学生納付特例は年度ごとに申請する必要があります。申請が遅れ
て未納期間があると、万が一病気やけがで障害の状態となった場合に、障
害基礎年金を受給できなくなることがありますのでご注意ください。
【必要書類】年金手帳、学生証等、認印

　次世代育成のため、被保険者が出産した場合、一定期間の保険料納付が
免除されます。平成31年2月1日以降の出産が対象となります。
　老齢基礎年金額の計算にあたっては、この免除期間は保険料を納めた場
合と同じ扱いとなり、免除期間に付加保険料を納めることもできます。
　出産予定日の６カ月前から届出することができます。出産後に届出をす
る場合は、期限はありませんが、なるべく早めに届出を行ってください。
【必要書類】年金手帳、母子健康手帳等の出産（予定）日がわかる書類、認印

問 医療年金課（0798・35・3124）

　元号を改める政令の施行により、5月1日から元号が「令和」に改めら
れます。市が発行する文書等については、5月1日以降の日付の表記は「令
和」になります。
　一方、5月1日以前に発行した文書や冊子等で将来の日付等を表記する
場合に「平成」で表記しているものや、印刷等の関係から5月1日以降に
発行する文書等においてもやむを得ず日付等が「平成」の場合があります。
これらの場合においても、「平成」で表記した文書等については有効なも
のとして取り扱います。5月1日以降は新元号に読み替えてください。
　また、年度表記にあたっては、文書等の種類により「令和元年度」また
は「平成31年度」のいずれかになります。
　皆様のご理解とご協力をお願いします。　

5月1日から元号が「令和」に

市発行の文書等の取扱いについて

問 税務管理課（0798・35・3251）

　平成31年度市県民税の課税証明書や所得証明書は、給与からの特別徴
収の人は5月13日から、普通徴収および公的年金からの特別徴収の人は６
月11日から発行します。

　平成31年度市県民税（普通徴収分および公的年金からの特別徴収分）、
固定資産税・都市計画税、軽自動車税の納税通知書の発送予定日と納期限
は下表のとおりです。必ず納期限までに納めてください。

市県民税…市民税課（0798・35・3267）
固定資産税・都市計画税…資産税課（0798・35・3269）
軽自動車税…税務管理課（0798・35・3209）
納税について…納税課（0798・35・3238）

問

税目 発送
予定日 納期限

市県民税
普通徴収分、
公的年金から
の特別徴収分

6月11日

第1期 ７月1日
第2期 9月2日
第3期 10月31日
第4期 来年1月31日

税目 発送
予定日 納期限

固定資産税
都市計画税 5月10日

第1期 5月31日
第2期 ７月31日
第3期 12月25日
第4期 来年3月2日

軽自動車税 5月７日 5月31日

公的年金からの特別徴収分は上表の納期限に限らず、原則年金支給時に引き
去りされます
給与からの引き去りで納める市県民税（特別徴収分）の納税通知書は、勤務
先の会社等宛てに5月13日に発送する予定です

※

※

課税・所得証明書の発行開始日

市県民税、固定資産税・都市計画税など
平成31年度納税通知書を送付

◉ 児童扶養手当

　「児童扶養手当」と「特別児童扶養手当」の手当月額が改定されました。
４月分からの支給額は下表のとおりです。

手当月額
全部支給 一部支給

対象児童数
1人 4万2910円 　1万120円～4万2900円
2人 5万3050円 　1万5190円～5万3030円
3人 5万9130円 　1万8230円～5万9100円

※児童が4人以上の場合は、1人増えるごとに3040円～6080円の加算

◉ 特別児童扶養手当
手当月額

1級（重度障害児） 5万2200円
2級（中度障害児） 3万4７７0円

児童扶養手当・特別児童扶養手当
4月分からの手当額を改定

近年、教職員が心身ともに健康で児童生徒としっかり
向き合う時間を確保するためにも、学校園におけるこれまでの働き方の見
直しが求められています。市ではこれまでにさまざまな取り組みを進めて
いますが、下記の事項について重点的に取り組みを推進しています。

教育委員会では、中学校の部活動の休養日や活動時間などを定めた方針
を策定しました。４月からこの方針を踏まえて、部活動が各校で実施され
ています。ご理解・ご協力をよろしくお願いします。
※詳しくは市のホームページ（ページ番号：４919173６）で確認を

教職員の勤務時間はおおむね午前8時から午後5時までです。
♦

♦

♦

♦

♦

♦

▪ 教職員の勤務時間

▪ ノー部活デーの設定

▪ 時間外の電話連絡、自動音声案内の導入

各学校園では登園・登校時刻を定めています。各学校園で定めている時
刻を確認の上、登園・登校いただきますようご協力をお願いします。

中学校では「西宮市立中学校部活動の方針」に基づき、週あたり2日以
上の休養日（平日および土日等の休業日にそれぞれ1日以上）を設定
し、完全実施に向けて取り組んでいます。

緊急の場合を除き、勤務時間終了後の午後5時以降はなるべく学校園へ
の電話連絡を控えていただくようご協力をお願いします。
※夜間の相談等を希望する場合は、事前に学校園へご相談ください
※学校園からは、午後5時以降でも必要により連絡する場合があります
今後、電話機による自動音声案内の導入を順次進めます。
導入する学校は、詳細を保護者へご説明・ご案内の上、実施します。

各学校園では週1回の定時退勤日を設定しています。

高等学校については、ノー部活デーの実施に取り組んでいるところで、
今後、中学校のように方針の策定について検討を進めます。

問 学校教育課（0798・35・3857） 問 子育て手当課（0798・35・3190）

問 教育職員課（0798・35・3866）

教職員の勤務時間適正化
に向けた取り組みについて

「西宮市立中学校部活動の方針」を策定

　６月1日から、「緊急告知ラジオ」を21６0円（税込）で販
売します（これまでは定価8６４0円のところ４320円で販売）。
「緊急告知ラジオ」は、緊急時には電源を切っていても自
動的に電源が入り、防災スピーカーと同じ放送内容を最大
音量で聞くことができます。詳しくは市のホームページ
（ページ番号：55118079）でご確認ください。

店名 住所
パナびーんず
たかはた西宮店 山口町下山口1丁目

山口ホール 山口町下山口４丁目
ミウラデンカ名塩店 名塩2丁目
フカダ電器生瀬店 生瀬町1丁目
やぎでんき 仁川町2丁目
甲東ホール 甲東園3丁目
サタデンキ 松籟荘

問 災害対策課（0798・35・3626）

店名 住所
フカダ電器西宮店 伏原町
森電器店 一ケ谷町
カジカワ電器 上大市2丁目
新甲電化 越水町
さくらFM 池田町
市役所本庁舎1階売店 六湛寺町
マツシタ電器 堀切町
梅基電気商会 前浜町
山本電機 笠屋町

緊急告知ラジオ 6月から値下げ

◉ 市内16カ所で販売しています

問 総務課（0798・35・3505）
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